
総務企画委員会会議記録 

 

総務企画委員長  小川 克己   

 

１ 日 時 

   令和５年１２月８日（金） 午後０時５９分から 

                午後３時１９分まで 

 

２ 場 所 

   第４委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

小川克己、木付親次、首藤健二郎、阿部英仁、守永信幸、玉田輝義、吉村哲彦 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

澤田友広、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 若林拓、企画振興部長 山田雅文、会計管理局長 渡辺栃彦、 

議会事務局次長 祖母井一郎 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第９１号議案、第９２号議案、第９３号議案、第９４号議案、第９５号議案、第９６号

議案及び第１０８号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものといずれも

全会一致をもって決定した。 

（２）陳情６及び陳情７について、質疑を行った。 

（３）新たな大分県長期総合計画案の骨子について、新たな行財政改革計画の視点・方向性に

ついて、大分空港海上アクセス整備事業の進捗について及び大分県用品調達特別会計の見

直しについてなど、執行部から報告を受けた。 

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主幹（総括） 秋本昇二郎 

   政策調査課政策法務班 主事     岩尾晴花 



総務企画委員会次第 

 

                                      日時：令和５年１２月８日（金）１３：００～ 

                                       場所：第４委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 企画振興部関係                                          １３：００～１４：４０ 

（１）付託案件の審査 

   第１０８号議案 令和５年度大分県一般会計補正予算（第３号）（本委員会関係部分） 

第 ９４号議案 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の中期目標について 

   第 ９５号議案 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の定款の変更について 

第 ９６号議案 ホーバーターミナルおおいたの設置及び管理に関する条例の制定に 

ついて 

（２）付託外案件の審査 

   陳 情   ７ 大分県版地方創生の原点回帰とおおいた大改革に関する陳情 

（３）諸般の報告 

①新たな大分県長期総合計画案の骨子について 

②大分空港海上アクセス整備事業の進捗について 

③東九州新幹線のルート調査結果について 

④広域交通ネットワーク研究会について 

⑤ツール・ド・九州について 

⑥トリニータのシーズン結果について 

（４）その他 

 

 

３ 総務部関係                                     １４：４０～１５：５５ 

（１）付託案件の審査 

   第１０８号議案 令和５年度大分県一般会計補正予算（第３号）（本委員会関係部分） 

   第 ９１号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

   第 ９２号議案 当せん金付証票の発売について 

第 ９３号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について 

（農林水産委員会へ合い議） 

（２）諸般の報告 

①新たな行財政改革計画の視点・方向性について 

   ②新たな大分県長期総合計画案の骨子について 

   ③市町村行政ＤＸの推進について 

（３）その他 

 

 



４ 会計管理局、議会事務局関係                       １５：５５～１６：１０ 

（１）付託外案件の審査 

   陳 情   ６ 議員の視察旅行に対する市民への報告会の開催を求める陳情 

（２）諸般の報告 

   ①大分県用品調達特別会計の見直しについて 

（３）その他 

 

 

５ 協議事項                                               １６：１０～１６：１５ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）その他 

 

 

６ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

小川委員長 ただいまから、総務企画委員会を

開きます。 

 本日は委員外議員として澤田議員、堤議員に

出席いただいています。委員外議員の方が発言

を希望する場合は、委員の質疑終了後に挙手し、

私から指名を受けた後、長時間にわたらないよ

う、要点を簡潔に御発言願います。 

 また、本日は第９６号議案の審査に関連して、

土木建築部港湾課の多田課長にも出席いただい

ています。よろしくお願いします。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案７件及び付託外案件として陳情２件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより企

画振興部関係の審査に入ります。 

 まず、第１０８号議案令和５年度大分県一般

会計補正予算（第３号）のうち、企画振興部関

係部分について、執行部の説明を求めます。 

山田企画振興部長 議案の説明に入る前に、私

から一言お詫び申し上げます。 

１１月８日に起きたホーバークラフトの訓練

中の事故については、委員の皆様に大変御心配

をおかけしており、誠に申し訳ありませんでし

た。 

まさかの訓練初日の事故で、私どもも大変驚

きましたが不幸中の幸いで、けが人もなく、ま

た運行事業者も今回の事故で、良い意味で緊張

感が非常に高まったと受け止めています。安全

対策や今後の訓練についても、さらに万全の対

策を講じていると聞いています。 

事故の詳細等については、この後、諸般の報

告の際に担当課長から説明しますが、今後とも

しっかりと安全を第一に考えて、準備を進めて

いきたいと考えているので、どうか御理解と御

協力をよろしくお願いします。 

 それでは、第１０８号議案令和５年度大分県

一般会計補正予算（第３号）のうち、企画振興

部関係について説明します。総務企画委員会資

料の２ページをお開きください。 

 左から３列目の補正額（Ｂ）の一番下、合計

欄にあるとおり、今回９，５１２万９千円の増

額をお願いするものです。その左隣の既決予算

額（Ａ）の一番下にある９４億１９万５千円と

合わせると、一番右下にある補正後予算額（Ａ）

＋（Ｂ）は９４億９，５３２万４千円となりま

す。 

 今回の補正予算案は、燃料高騰による厳しい

経営状況にある地域公共交通事業者を支援する

ため、今年の９月末まで行っていた乗合バスや

タクシーの燃料費の一部助成を来年４月末まで

延長して行うものです。事業の詳細については

担当課長から説明します。 

藤川交通政策課長 資料３ページをお開きくだ

さい。 

 地域公共交通燃料高騰緊急支援事業費９，５

１２万９千円について説明します。本事業は、

燃料価格高騰により厳しい経営状況にある乗合

バス及びタクシーの各事業者に対し、各燃料費

の一部を助成するものです。 

 これまでは、国が石油元売り業者に対して行

っている補助事業にあわせ、対象期間を令和５

年９月末までの間としていましたが、国が令和

６年４月末まで延長するとの方針を示したので、

県も同様に来年４月まで延長するものです。支

援の内容については、これまでと同様の軽油と

ガソリンは１リットル当たり２０円を上限に、

ＬＰガスは１リットル当たり５円を上限に補助

するスキームとしており、期間延長に伴い必要

となる費用を今回の補正予算で計上しています。 

なお執行については事務の都合上、予算の繰越

しを行い執行する見込みです。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 続いて、資料

の４ページを御覧ください。 

 議案書の繰越明許費補正の抜粋ですが、当課

所管分は表の上段、第２款総務費第２項企画費

の県立総合文化センター機能向上改修事業費１

億９，７３５万９千円です。ちょうど、その資

料の赤で囲った部分です。 

 本事業は、県立総合文化センターの天井耐震
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改修工事とあわせて実施しており、当該工事と

の工程調整の結果、座席クリーニング等につい

ては改修工事の足場撤去後に実施することが適

当であるとされたことなどから、繰越明許費の

承認をお願いするものです。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

守永委員 地域公共交通燃料高騰緊急支援の関

係ですけど、真ん中の支援スキームで書かれて

いて改めて聞くのも申し訳ないのですが、この

乗合バスとは、路線バスに限定しているか確認

したいので教えてください。 

藤川交通政策課長 そのとおりです。バス事業

者が燃料高騰で非常に苦しんでいるので、バス

事業者に対する支援として行います。 

守永委員 ですから路線バス、いわゆる通常の

路線上を走るバスだと思っていいのですね。貸

切バスは対象外だと。 

藤川交通政策課長 すみません、ちょっと確認

したいと思いますが、そこはバス１台当たりの

燃料費の助成になるので、貸切バスとか高速バ

スとかに関係なく、使った燃料に応じて支給す

るスキームにしていると思っています。 

守永委員 分かりました。では、この１０社の

中には、貸切バス専門業者なども入っていると

考えてよろしいのでしょうか。 

藤川交通政策課長 すみません、ちょっとそこ

は確認して、後ほどお答えします。（「よろし

くお願いします」と言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかにないので、これで質疑を終

了します。なお本案の採決は、総務部関係の審

査の際に一括して行います。 

 次に、第９４号議案公立大学法人大分県立芸

術文化短期大学の中期目標について及び第９５

号議案公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

の定款の変更については、関連があるので一括

して執行部の説明を求めます。 

小野政策企画課長 第９４号議案公立大学法人

大分県立芸術文化短期大学の中期目標について

説明します。資料５ページをお願いします。 

 Ⅰ中期目標策定の概要ですが、この中期目標

は地方独立行政法人法に基づいて、法人が達成

すべき業務運営に関する目標として、県が策定

するものです。下の策定スケジュールのとおり、

今議会で議決をいただけたら、大学法人に中期

目標を指示し、法人はこれを踏まえて中期計画

を策定することとなります。 

 次の６ページをお願いします。 

 左上、第３期中期目標期間の実績についてで

す。芸術文化短期大学では、全学科横断型カリ

キュラムであるアートマネジメントプログラム

を開講し、実践的な学修活動を実施したほか、

高い就職率と進学率を達成しており、県内就職

者は７２０人と若年者の県内定着に貢献してい

ます。こうしたことから４にあるように、教育

研究等の質の向上は最高評価であるＳ評価を連

続していただいています。 

 その一方、令和４年度には学生に対する教員

のハラスメント行為があったことから、再発防

止に取り組んでいます。こうした実績等を踏ま

え、第４期中期目標については右上にあるとお

り、１芸術系と人文系を併せ持つ唯一の公立短

期大学としての特色をいかして、若年者を県内

に呼び込み、育て、県内への定着を図ること、

２アフターコロナ等の新たな課題への対応をコ

ンセプトとしています。 

 これに従い設定した目標のポイントは、下に

あるとおり、１の（１）県内外からの若年層の

呼び込みでは、魅力ある短大であることの積極

的な情報発信、（２）社会に求められる人材を

育成では、学科横断的な教育の充実や実践型学

外活動の推進、（３）県内への人材定着を推進

では、地元企業と連携した丁寧な就職支援、（ 

４）アフターコロナ等の課題への対応では、積

極的な国際交流や社会人の学び直しの推進など

としています。 

 またハラスメント事案の発生を受け、５では

教職員のコンプライアンス遵守の再徹底を示す

こととしています。なお、さきほどスケジュー
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ルのところにありましたが、パブリックコメン

トを実施していますけど、特段の意見はありま

せんでした。また、評価委員会では資料左下に

記載の意見がありましたが、いずれも中期目標

に沿った内容となっているので、今後法人が策

定する中期計画に具体策を反映させていきたい

と考えています。 

 続いて、第９５号議案公立大学法人大分県立

芸術文化短期大学の定款の変更について説明し

ます。資料７ページをお願いします。 

 １変更の趣旨を御覧ください。コメ印の（１）

に記載しているとおり、地方独立行政法人法が

改正され、大学法人が毎年度策定している年度

計画が廃止されました。これは、大学の業務負

担を軽減し、教育の質の向上や地域貢献等の本

来業務を十分に取り組めるようにすることが理

由となっています。このため２にあるように、

理事会等の議決事項から、年度計画に関する文

言を削除するのが定款変更の内容です。なお、

変更の施行予定日は、主務大臣である総務大臣

及び文部科学大臣の認可があった日となります。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。最初に、第９４号議案公立大学法人

大分県立芸術文化短期大学の中期目標について、

採決を行います。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 続いて、第９５号議案公立大学法人大分県立

芸術文化短期大学の定款の変更について、採決

を行います。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、第９６号議案ホーバーターミナルおお

いたの設置及び管理に関する条例の制定につい

て、執行部の説明を求めます。 

藤川交通政策課長 すみません、第９６号議案

の説明の前に、さきほどの守永委員の質疑につ

いて回答します。 

バス会社１０社が対象ですが、対象の範囲と

しては、あくまで乗合バスが対象なので貸切バ

スは対象としていません。ただ、例えば株式会

社日清観光などは、福岡県向けの高速バスを走

らせており、それは乗合区分になるので、そう

いった観光バス事業者であっても、高速バスと

か乗合バスを走らせている部分は対象としてい

ます。（「ありがとうございます」と言う者あ

り） 

それでは、第９６号議案ホーバーターミナル

おおいたの設置及び管理に関する条例の制定に

ついて説明します。資料８ページを御覧くださ

い。 

 ホーバーターミナルおおいたは、ホーバーク

ラフトの運航による大分空港利用者の利便性の

向上と、発着地やその周辺地域のにぎわいを創

出するための公の施設となるので、本定例会に

おいて当該施設の設置及び管理に関する条例を

提案しています。 

 本条例の対象施設は、２施設の概要に記載の

とおり、西大分側は旅客上屋、艇庫、斜路や駐

車場など、国東側は旅客上屋と航走路となりま

す。 

３条文の主な内容ですが、第１条に設置の目

的、第３条に実施事業を規定しており、その他

の条項について、施設利用に関することや使用

料等に関することを規定します。なお、港湾区

域内にある西大分側の施設は港湾施設としても

位置付けられていますが、使用料等について港

湾施設管理条例の適用を受けないよう、港湾施

設管理条例の一部改正を本条例の附則にて規定

します。 

 ４今後の予定ですが、今月中に西大分側と国
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東側の両旅客上屋が、来年２月には西大分側の

駐車場等が完成する予定です。 

５施行期日は、公布の日から６か月以内の規

則で定める日としますが、運航事業者とテナン

トの入居のための準備行為については、公布の

日から行える規定を設けます。 

 続いて、使用料について説明するので９ペー

ジを御覧ください。 

 使用料については、国庫補助金等を除く施設

整備費について、使用期間を通じて回収する応

益負担の原則に基づき設定しています。その上

で駐車場については、港湾施設管理条例や近隣

駐車場の料金と比較して設定しました。 

 上から二つ目の四角囲みに記載のとおり、今

回のホーバー導入にあたっては、以前廃止に至

った経緯を踏まえ、運航事業の継続性の確保を

確かなものとするため、船舶の調達と発着地整

備は県が行い、運航に要する経費は運航事業者

が負担する上下分離方式を採用しており、船舶

貸付料と施設使用料を減免する一方で、運航の

赤字補 は行わないこととしています。 

 施設ごとの使用料については、資料中ほどの

表に記載のとおりですが、店舗区画１は物販ス

ペースとして、店舗区画２は飲食スペースとし

てテナントが使用し、その他の部分は運航事業

者が使用することとなります。なお運航事業者

の使用料については、上下分離方式の考え方と

外部有識者会議の意見を踏まえ、経営が安定す

るまでの間は免除とする予定です。 

 また、駐車場の使用料については下表のとお

りです。同じ大分港西大分地区にある、かんた

ん港園の駐車場料金をベースに設定しています

が、ホーバー利用者の送迎も想定されることか

ら、ＪＲ大分駅を参考に２０分以内の駐車は無

料としています。なお、ホーバー利用者は全て

無料とします。 

 続いて、１０ページをお願いします。 

使用料に加えて、広告や看板の掲出等を想定

した占用料を港湾施設管理条例と同様に設定し

ています。詳細は、この表のとおりです。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

守永委員 資料９ページの運行事業者等にかか

る使用料のところで、経営が安定するまでの間、

免除を行う予定と書いてありますが、この経営

の安定とみなす基準について説明いただければ

と思います。 

藤川交通政策課長 外部有識者の会議で、そう

いった意見が添えられたわけですが、その際に

運行事業者から提出された収支見込計画書によ

ると、令和１２年頃には一応累積赤字が解消し

て累積黒字になることが示されていて、そうい

ったところが基準になるかと思うのですが、た

だ累積黒字になったとしても、次の年に単年度

赤字を出して、累積赤字になる可能性も考えら

れるので、累積黒字になったら即というわけで

はなく、そこら辺は毎年有識者から意見をいた

だいて、判断をしていこうと考えています。 

守永委員 ありがとうございます。まあ概算と

して、黒字になったらというイメージだと思っ

たのですが、運行事業者も収益が増減するほか

の要因があるでしょうから、そういったものも

踏まえて経営安定を、何か一つの基準として設

定すると良いと思うので、そこは有識者に設定

してもらうのか、内部で検討するのかは、それ

ぞれ判断できると思うので検討いただければと

思います。 

 それと駐車場の使用料で、ホーバークラフト

利用者は無料にするとあります。その区分の仕

方は、何か検討されているのでしょうか。 

藤川交通政策課長 具体には、運行事業者が今

後また、細かく設定して発表していくことにな

ると思いますが、ホーバーを降りるときに乗船

券をカウンターで見せて、無料の駐車券をもら

って出るときに機械に通すとか、もしかしたら

ホーバーの中に、そういった無料の駐車券を発

行する機械を置く可能性もあるので、そこら辺

は運行事業者で細かく検討しています。 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

堤委員外議員 一つだけ。毎年の経営状況をチ
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ェックすると言ったよね。それについてはどう

いう形でチェックするの。監査のように会社に

行って、帳簿書類を公認会計士等がチェックす

るのか、それとも県職員が行くのか、そこら辺

はどうなっているのか。 

藤川交通政策課長 細かく今決めているわけで

はないのですが、やはり監査ではないにせよ職

員が行って書類を見て、それを有識者に諮って

どうなのかを見ていただく必要があると、私の

方で今考えているところです。 

堤委員外議員 最後に大体７年間くらいとの計

算だけど、この前、部長が２０年間赤字の状況

で免除を計算したと言った。７年間と２０年間

の場合、どれくらいの金額なのか。船舶と建屋

について分かれば教えて。 

藤川交通政策課長 ７年間……（「と２０年」

と言う者あり）今ちょっと７年間の数字は持ち

合わせていませんが、先日答弁したとおり船舶

については、１年当たり１億８，５００万円で、

施設については５，４００万円ですから、その

７をかけたものと、２０をかけたものというこ

とで、２０年間になると船舶については約３７

億円、施設については約１１億円になろうかと

思います。（「全部で４８億円。いいです」と

言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかに質疑もないので、これより

採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。なお、

ここで港湾課の多田課長は退席となります。 

次に、付託外案件の審査に入ります。 

議長から回付されている陳情７について、執

行部の意見を求めます。 

工藤おおいた創生推進課長 資料の１１ページ

をお願いします。  

 本陳情は次の２点を根拠とし、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

た事業に対する効果の検証と公表及び当該交付

金の不正受給に係る国庫返納について、自治体

の説明責任を果たすことにより、大分県版地方

創生の原点回帰とおおいた大改革の推進を求め

ているものです。  

 陳情の１点目の根拠は、内閣府地方創生推進

室が各都道府県あてに令和４年１１月４日付け

事務連絡、会計検査院の指摘事項を踏まえた要

請にて、適切な方法により速やかに事実の実施

状況及びその効果の検証結果を公表するようお

願いするとしているが、大分県は事業の実施状

況及びその効果の検証と公表をしてないことか

ら、検証公表問題での説明責任を果たしていな

いというものです。 

 この点に関する当課の見解ですが、臨時交付

金を活用した事業の実施状況及びその効果に関

する公表については、内閣府の通知において令

和２年度中に完了している事業については、原

則令和４年度中に公表することとされています。

このため本県では、令和２年度に完了した事業

のみならず、令和３年度に完了した事業につい

ても令和５年３月３１日、つまり令和４年度中

に、事業の実施状況及びその効果の検証を県ホ

ームページにて公表しており、説明責任は果た

していると考えています。 

 次に陳情の２点目の根拠ですが、令和２年度

及び令和３年度における効果検証の公表を令和

５年３月３１日に県ホームページに掲載したが、

実施計画に担当者の感想を追加したもので間接

補助事業者のＫＰＩ、ＰＤＣＡの記述がなく、

大分県の効果検証の公表とは言えず交付要件を

偽装した補助金の不正申請、不正受給に該当す

るというものです。 

 この点についての当課の見解ですが、令和２

年度及び３年度の臨時交付金の申請段階では、

ＫＰＩの設定が不要であったことから、その検

証を行うことはできませんでした。しかしなが

ら効果検証は極めて重要であることから、本県

では実施事業の一覧に加え、独自にカテゴリー

ごとに主な取組とその効果の検証を行い、外部

有識者である、安心・活力・発展プラン２０１
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５推進委員の皆様に御意見をいただいた上で公

表しています。 

 なお、本年８月７日付けで内閣府地方創生推

進室から各都道府県あてに発出された事務連絡

では、都道府県の公表事例として唯一本県が紹

介されています。住民に分かりやすく伝える工

夫や外部評価にとどまらず、それを受けた県の

考え方を示している点などが評価されています。 

 最後に公表方法についてですが、内閣ではホ

ームページでの公表を推奨していることもあり、

本県を含めて公表済みの地方公共団体の９７％

がホームページでの公表となっています。 

小川委員長 この陳情について、委員の皆様か

ら意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員は何かありますか。 

堤委員外議員 一言だけ、陳情者本人も来てい

るみたいだから、これは毎回出されているけど

十分また議論して進めてください。 

小川委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかにないので、以上で付託外案

件の審査を終わります。 

 次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。まず、①と②について説明をお

願いします。 

小野政策企画課長 資料１２ページを御覧くだ

さい。 

 新たな大分県長期総合計画案の骨子について

ですが、これは大分県行政に係る基本的な計画

の議決等に関する条例に基づき、立案過程にお

ける報告を行うものです。 

 次の１３ページを御覧ください。 

 策定の趣旨にあるとおり、現行計画が令和６

年度末で終期を迎えるため、これまでの大分県

づくりを継承するとともに、時代の要請や潮流

の変化にしっかりと対応し、大分県を新たなス

テージへと発展させるため、新計画を策定する

こととしています。計画の期間は令和６年度を

初年度とし、令和１５年度までの１０年間とし

ています。ただし、策定後の情勢変化に柔軟に

対応できるよう、中間年の令和１０年度に見直

しを行います。基本目標は、誰もが安心して元

気に活躍できる大分県、知恵と努力が報われ未

来を創造できる大分県とし、実現にあたっては

三つの基本姿勢で臨むこととしています。 

 次の１４ページをお願いします。 

 計画の構成です。策定の趣旨、それから時代

の要請や潮流の変化の次に基本目標を掲げ、そ

れが達成された際には、共生社会おおいた、選

ばれるおおいたが実現されることを示すことと

しています。その上で、分野別の政策・施策を

掲載し、最後に基本目標が達成された姿をイラ

ストも加えて、分かりやすく紹介したいと考え

ています。 

 次の１５ページをお願いします。 

 新たな政策・施策体系案です。一番上を見て

いただきたいのですが、安心は七つの政策に２

４の施策、元気は七つの政策に１６施策、未来

創造は五つの政策に１７施策という形で分類し

ています。その主なポイントを１６ページに記

載しています。 

安心の分野では、自然災害が頻発、激甚化す

る中、安心の大前提となる災害対策を先頭に位

置付け、あわせて自然災害と地球温暖化は相互

に密接に関連するため、近接させて整理しまし

た。三つの日本一のうち、障がい者の関係につ

いては、雇用率に現れない福祉的就労も念頭に

おいて、雇用率日本一から活躍日本一に改めよ

うと考えています。 

 次に、元気の分野です。農林水産業について

は、現行計画はマーケットインのものづくりな

ど取組を横串で捉えた施策としていますが、今

回は生産者に内容をより分かりやすく伝えるた

め農業、林業、水産業ごとに振興策を整理しま

す。また、人手不足が大きな課題となる中で分

野横断的な人づくりと誰もが活躍できる社会づ

くりをセットで推進するため、多様な働き方と

女性活躍の政策を統合します。なお、現行計画

では、活力分野の５番目の政策としていたブラ

ンド力の向上は、あらゆる分野にまたがる取組

であるため、さきほど計画の構成で説明したと

おり、総括的な目標として位置付けることとし

ています。 
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 未来創造の分野では、未来創造の全ての政策

に関わる交通ネットワークを先頭に位置付け、

広域交通ネットワークの充実が人と物の流れを

活性化させ、企業立地や産業集積に加え移住、

定住も後押しすることで、新たな人材や地域の

担い手確保にもつながるという流れで整理して

います。加えてカーボンニュートラル、デジタ

ル、先端技術を新たに政策の柱に位置付けた上

で、最後に教育の政策で締めくくることとして

います。 

 次の１７ページから１９ページにかけては、

政策・施策体系を現行計画と比較したものです。

このうち企画振興部で所管する政策・施策の主

なポイントについて説明します。まず１８ペー

ジを御覧ください。 

 元気の分野です。黄色で色付けしているとこ

ろが、企画振興部の所管となります。まず、右

側中ほどの政策４海外の成長を取り込み共に発

展する大分県の実現については、海外の市場拡

大や在留外国人の増加等を踏まえ、左側の現行

計画では一つだった施策を海外展開と多文化共

生の二つに分けています。 

 次に芸術文化、スポーツについては、地域の

元気創出につながるため、現行計画では発展で

整理していましたが、この元気分野の政策６、

７に移動した上で、障がい者アートやスポーツ

も盛り込むこととしています。 

 続いて１９ページをお願いします。 

 未来創造の分野です。まず、右上の政策１未

来へつながる交通ネットワークの充実と企業立

地・産業集積の促進についてです。将来を見据

え先手を打つという考え方の下、全般的な広域

交通ネットワークの充実を施策の先頭にして、

九州の東の玄関口、地域の交通ネットワークの

充実に取り組みます。 

 次にその下、政策２地域の未来を担う人材の

確保と魅力ある地域社会の形成については、移

住、定住と持続可能なコミュニティづくりの柱

立てにした上で、さきほどの政策１の交通ネッ

トワークの充実との関連性に着目し、この位置

に整理しています。 

右下の政策５変化の激しい社会を生き抜く力

と意欲を育む「教育県大分」の創造の施策（５）

では、人口減少、人手不足対策への対応を念頭

に、大学等との連携により、次代を担う人材育

成や県内定着に力を入れることとしています。 

藤川交通政策課長 私から海上アクセスの現在

の進捗状況と今後のスケジュールについて報告

しますが、その前にさきほどの堤議員からの質

疑に対して少し補足します。 

 さきほど、令和１２年には累積黒字になる計

画が出ていると申し上げましたが、仮に令和１

１年まで免除した場合が、この７年とか８年と

いう免除期間になるのですが、その場合は建物

については、さきほど申し上げた５，４００万

円が２０年間ずっと続くんですけど、船舶につ

いては台帳価格を５年ごとに見直して、残存価

格が減っていくので最初の貸付料の方が高くな

っています。ですので、それに基づいて計算す

ると、さきほどは分かりやすく年平均で１億８，

５００万円が７年分と申し上げましたが、その

数字ではなくて、船舶については令和１１年度

まで免除した場合は約２０億円、施設について

は３億８千万円くらいで合計すると今言った数

字と少しずれますが、約２４億円となります。 

 ただ、その翌年――さきほど守永委員からの

質疑にも少しお答えしましたが、即そうした金

額を１年ベースで取るかというと、やはりこの

貸付料を取ったことで、単年度赤字になること

も考えられる。今回は減免が可能としており、

全額免除ではなくても一部減額して取る方法も

考えられるので、そこはさきほど申したように、

外部委員からの意見を踏まえながら、その都度

判断していきたいと考えています。 

続いて諸般の報告を説明するので、資料２０

ページをお願いします。 

 まず、ホーバークラフト１番船Ｂａｉｅｎ（ 

ばいえん）によるトレーニング中の事故につい

て報告します。この事故は、運航事業者が１番

船を使ったトレーニング初日の１１月８日に、

空港側発着地の航走路入口付近で発生したもの

であり、操縦士の操縦ミスによって船体の右舷

後方部をガードレールに衝突させた自損事故で

した。この事故により、船体右舷側のリフトフ
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ァン周りとプロペラ後部に取り付けられた舵板

（かじいた）が破損したほか、航走路に設置し

たガードレールの一部が破損しています。なお、

心配された負傷者や油漏れ等の被害はありませ

んでした。 

 この事故を受け、運航事業者は安全対策等を

取りまとめ、１１月２１日に発表を行っていま

す。本年２月に渡英して訓練を受けてきた操縦

士と整備士に加えて、新たに操縦士２名と整備

士５名をイギリスに派遣して、造船事業者が定

める訓練を受けるほか、イギリスの操縦士を大

分県に招き、数か月間一緒に乗船してもらって

直接指導を受けることで、安全性を高めていく

こととしています。 

損傷した１番船の修理については、イギリス

に送り返すことなく西大分側の発着地まで船を

曳航（えいこう）して、艇庫内で修理を行う方

向で現在、調整を行っています。また破損した

航走路のガードレールについては、県において

原型復旧工事を行い、その費用を原因者である

運航事業者に請求することとなります。なお、

運航事業者は船舶貸付契約に基づき、修理費用

に係る保険に加入しているので、基本的にはそ

の保険で対応していくことになり、この事故に

よる県としての追加の費用負担は発生しません。 

１番船の事故に関しては、県議会や県民の皆

様に、大変な御心配をおかけして申し訳ありま

せんでした。県としても、これまで以上に安全

運航を第一に考え、運航事業者とともに運航開

始に向けた準備に取り組んでいきます。 

 次に船舶調達の状況について、資料２１ペー

ジを御覧ください。 

 資料右上の２番船については、本年８月３１

日に船体が完成し、イギリスで事前の検査を行

った後、貨物船で輸送を行い１１月８日に到着

しました。その後、１１月１６日に国による最

終の船舶検査を受け同日中に県に納入され、そ

の翌日１７日に完了検査を行い、船舶の引渡し

を受けています。 

 なお２番船の遅延賠償金について、資料の右

下に記載しています。本来の納入期限は１０月

１２日だったのですが、そこから３５日遅れて

１１月１６日に納入されたので、売買契約に基

づいて、遅れた日数に応じた賠償金額の請求を

１１月１７日付けで造船事業者に対して行いま

した。請求金額については、そこに記載のとお

り６０２万６，５６８円で、既に１２月４日に

入金されています。１番船の遅延分と合わせた

賠償金の総額は、一番下に記載のとおり１，８

９４万６４３円となります。 

 残る３番船については、資料左下ですが１１

月１４日に船体が完成しています。３番船につ

いて、資料では１２月７日にイギリスから輸送

開始となっていますが、強風の影響で１日遅れ

となる本日８日にイギリスを出発する予定であ

り、順調にいけば１月上旬に大分県に到着する

見通しです。その後、国による最終の船舶検査

を経て、当初の計画どおり来年１月１８日まで

に納入される予定となっています。 

 続いて発着地整備の状況について、資料２２

ページを御覧ください。 

 大分市側発着地では、ターミナル上屋が今月

中に完成予定であり、現在検査及び引渡しに向

けた準備を行っています。また、立体駐車場を

含む外構工事は、来年２月末の完成を予定して

います。空港側発着地では、ターミナル上屋が

今月中に完成予定であり、こちらも現在検査及

び引渡しに向けた準備などを行っています。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から、質疑などはありませんか。 

玉田委員 さきほど、小野政策企画課長が説明

した長期総合計画の件です。１９ページの未来

創造のところで、要するに小規模集落対策を今

まで安心のところでやってきたのが、未来創造

のところに移ったということです。 

 これまで、ネットワーク・コミュニティとい

う文言が具体的に入っていたものが、今回それ

が外れたことで、何かイメージ的にどう変わる

のかなと思うのですが、その辺、今のところで

結構ですが、分かる範囲でざっくりと答弁いた

だければと思います。 

小野政策企画課長 未来創造の政策２の（２）

で、持続可能なコミュニティづくりによる地域

の未来への継承となっていますが、ここの内容
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についてはネットワーク・コミュニティを否定

してどうこうではなく、持続可能なコミュニテ

ィづくりの中で、しっかりそういうネットワー

クを保ちながらやっていくことで、大きな方向

性は今のところ変わりないものと考えています。 

 ただ、やはり急速な人口減少が進んでいるの

で、いかに持続的に地域を守っていくかをこれ

からも県民会議とか、この後の１月から２月に

かけて、地域の方や市町村長との意見交換をす

る場を設ける予定です。そういった中で丁寧に

話を伺いながら、具体的な取組策について考え

ていく流れになると思っています。 

玉田委員 ありがとうございます。ちょっと気

になっているのが、一般質問の部長の答弁で要

は人口減少による集落のこれからの対策の中で、

都市計画を持っていないところもあり、コンパ

クトなところも検討していくと、ある意味明快

に答弁もあったんだけど、小野政策企画課長の

答弁では今までのネットワーク・コミュニティ

とそう変わりませんよと。これから意見をいろ

いろ聞いてみるとのことでしたが、それでもや

はり一般質問の中では、ある意味ではその方向

性が示されている気がしたので、もしそうであ

るならば、議論は当然やっていくべきだし、そ

うするとこれまでのネットワーク・コミュニテ

ィについて、検証と総括が１回必要ではないか

と思います。 

今度の計画の中で、やはり我々議員も小規模

集落対策が、今までどおり続く可能性は低いと

思っているし、そういう中でも今までやってき

たことの検証や総括をやった上で、この議論を

するべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

山田企画振興部長 先日の大友議員の一般質問

に対する答弁ですけど、もう一度説明すると基

本的な考え方と言うか、ネットワーク・コミュ

ニティの推進に軸足を置くことについては、変

わりがないということです。 

 今、国において立地適正化計画の策定を進め

ていて県内でも１１の市町で策定され、三つの

市で策定中であり、都市計画を持っている市町

の大半が既に立地適正化計画に着手していると

のことで、ただそれは、先日申し上げたように

都市計画区域の中で誘導区域を設けるというこ

と。ですから旧町村部はその対象にならないの

で、大友議員から御提案のあった、旧町村部単

位でそういう拠点をつくるのも一考の余地があ

るのではないかとの提案に対して、それは一つ

の選択肢であると答弁をしたものです。 

 今、立地適正化計画を作っているからすぐに

各市町がそこに住民を誘導しようということは

実態としてなく、その計画を作らないと社会資

本整備交付金とかの有利な資金が使えないので、

都市計画上のいろんな事業にそれを使えるよう

に、いろんな計画を作っている。 

それが実態ですけど、ただネットワーク・コ

ミュニティの状況も大変厳しくて、そのネット

ワーク・コミュニティのお世話をする担い手と

なる若い人がいなくなっている集落が、だんだ

ん増えてきている。そこの対策を何か考えなけ

ればいけない。ぽつんと一軒家をどうするかと

か、いろんなところで議論になっていますが、

そこを考えなければいけない時期になっている

ので大友議員が言われたことも、一つ重要な検

討事項かと考えています。 

 正にネットワーク・コミュニティの検証をし

ないといけないので、これから年度末にかけて

市町村にネットワーク・コミュニティの現状、

そこにある課題をヒアリングして、問題点をク

リアにして対策を考えていくことを、おおいた

創生推進課で予定しています。 

玉田委員 ありがとうございます。それがまと

まった段階で、また共有していただくとありが

たいので、よろしくお願いします。 

木付副委員長 ホーバークラフトの１番船の事

故についてですが、これはいつ頃に西大分に曳

航するんですか。 

藤川交通政策課長 今、正に運行事業者と造船

事業者でそれを話し合っています。まず手法に

ついてですが、曳航するとなると船が行かなけ

ればならないのですが、何せ止まっているのが

陸上なので、そこまで船が行けません。ホーバ

ークラフトをなんとか海上まで動かすことが必

要になります。そうした上で、曳航する船につ
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ないで西大分に持ってくることになりますが、

まず今のホーバークラフト１番船――さきほど

の資料２０ページを御覧いただきたいと思いま

すが、左から二つ目にリフトファン周りの破損

の写真があって、このリフトファンが下のゴム

を膨らませて浮上させるためのファンですけど、

これの右側がファンそのものは壊れていないの

ですが、支える板や棒が破損しているので、右

側のファンが使えない。なので、なんとか左側

のファンだけで膨らませて、それで操縦して海

上まで出すことを考えています。ただ、そうす

るにも簡易の補修をした上でやらないといけな

いので、そのためにはイギリスから人が来て修

理しないといけない。 

 一方で、さきほど申し上げたように３番船が

大分県に来てからの試験もあるので、今そこら

辺で、どう人を手配するのか造船事業者と運行

事業者が調整しているため、なかなか年内に動

かせる状況ではなく、多分来年１月の３番船の

到着時にイギリスから人が来て、そこで今言っ

たような方法で、なんとか海上に持っていって

曳航するような作業になると考えています。 

木付副委員長 年度内の運行を目指しているの

ですよね。今ここに事故を起こしたホーバーが

あるので、２番船は上陸できないですよね。 

藤川交通政策課長 そうですね、２番船は横を

通れないわけではありませんが、運行事業者が

こうして事故を起こしているので、なかなかハ

ードルが高く、ここを使って訓練ができる状況

ではない。そういった意味では、年度内運行は

どうなのかを運行事業者と今話をしていて、そ

の状況についても、なるべく早めに県民の皆様

にお知らせする必要があると思っていて、なん

とか年内には方向性を出してほしいと、運行事

業者と調整しています。 

木付副委員長 というのは、前のホーバークラ

フトの時もそうですけど、このＳ字のところの

運行が、やはり難しいような気がするんです。

海上を走るよりも、ここをしっかり操縦訓練し

ないと、今言った安全運行にはつながらないと

思うんです。そのために、早く故障したホーバ

ークラフトを動かして２番船、３番船の操縦訓

練に使わないといけないと思っているんですが、

その辺はどうですか。 

藤川交通政策課長 副委員長のおっしゃるとお

りですけど、Ｓ字の操縦は難しいので、まずは

そこに行く前に、西大分側の斜路――艇庫に登

る斜めの坂を乗り降りできるのか、海上で普通

にまっすぐ運行できるのかを訓練しながら、Ｓ

字の難しいところの訓練に入っていく形になる

のではないかと思っています。（「はい、いい

です」と言う者あり） 

首藤委員 資料１８ページですけど、（２）外

国人に選ばれ、共生できる大分県づくりとあっ

て、ちょっとざっくりしているなと感想を持っ

たのですが、外国人といっても欧米やアジアな

ど、いろいろあると思うんです。どこかに絞っ

てとか、あるいはどのくらいの規模でとか、例

えば外国人技能実習も当初はタイとかフィリピ

ンの方が多かったんですけど、そこがベトナム

に移行して、今やベトナムも少なくなって、イ

ンドネシアとかが多くなっている状況だと思い

ます。大分県として、どこにターゲットを絞っ

てやろうとしているのか、それともほかに戦略

や目標があって、取り組んでいこうとしている

のか、教えていただきたいのですが。 

荻国際政策課長 お答えします。外国人として

どのような方々をターゲットにするかですけど、

長期総合計画では、それを正に今これから議論

しようとしています。ただ、形式的なことを言

うと、長期総合計画の中でこの施策に割く紙幅

は限られているので、なかなか具体的なことは

書けないと思っています。そういった具体策に

ついては、現行であれば大分県海外戦略を３年

おきに作成しており、その中でターゲット国等

を盛り込んでいるので、そういったことを踏襲

していくのか、あるいは今非常に変化の激しい

時代なので、３年おきの作成もどうなのかと思

っています。１年おきに随時見直す、あるいは

こういった議会の場で、議員の皆様からの意見

をいただくとか、いろんなことを検討していき

たいと思っています。（「ありがとうございま

す」と言う者あり） 

吉村委員 私も長期総合計画について１点伺い
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ます。ブランド力の向上が、今回から立ち位置

が変わってくる部分で、もし今この立ち位置が

変わることで、何か検討されていることや伝え

られる内容があれば伺いたいと思います。 

小野政策企画課長 さきほど説明したように、

今までは政策の一つとしていたんですけど、い

ろんな要素の中でブランド力は向上していくも

のだということがありました。今回は、さきほ

ど説明したように総括的な目標で、具体的な数

値がある目標というよりも、そういう姿を目指

す意味合いで、今のところ考えています。 

吉村委員 ありがとうございます。さきほどお

っしゃったように、確かにいろんな要素がかみ

合ってブランド力があると理解しています。そ

の上で、ブランド力を広げていくための人材育

成も非常に重要ではないかと思っています。 

また県内の畜産業であったり、農林水産業で

あったり、ある意味では量がないと勝負できな

い分野だと思っています。東京、大阪、福岡事

務所等の最前線でマーケットを回りながら、戦

っている職員がいることを重々理解しています

が、そういった皆さんがいて初めてブランド力

が高まってくる部分もあると思うので、ぜひ幅

広に見ていただきながら、人材をしっかり作っ

ていただけるような、総括的な内容も含ませて

もらえればありがたいと思っています。よろし

くお願いします。 

守永委員 すみません、またホーバークラフト

に戻りますが、さきほど修理の状況や計画まで

は分かったのですが、これから通常運行する中

で、例えば海に浮かんでいる物や船同士の衝突

などの事故を想定したら、今回のような故障の

修理はいつ起こるか分からないと想定すると、

今後日常的な運行状態の中で、どのような修理

体系を目指すのか、見通しやこうしたいという

理想があれば教えていただきたい。あと、今回

は保険料で修理費用が賄えるとのことですが、

それによって保険料が増額するのか、その辺の

状況も教えてください。 

藤川交通政策課長 まず１点目については、も

う船を造るときから、基本的な部品交換は国内

でできるようにと、まずは日本で調達可能なも

のを使うこととしている中で、エンジンについ

ては外国製――ドイツ製ですけど、それはドイ

ツに送り返さないと修理できないのかというと、

それでは非常に困るので、そういうことがない

ように、日本国内でライセンスを持っていると

ころがあります。さらに大分県で以前のホーバ

ークラフトをメンテナンスしていたエンジンの

企業と、やはりそういった契約を結んで修理で

きないかと模索しています。 

基本的に簡易な修繕、そういった保守の部分

については、国内や大分県内で極力できるよう

にと取り組んでいますが、今回のような事故が

起きたときに、国内でできるようになるかとい

うと、そこはこれからの検討だと思っています。

早急にイギリスから人を派遣してもらって修理

する体制を組むのか、そこは今後検討したいと

思っています。 

 それと２点目の保険料が上がるかについては、

これは運行事業者が入っている保険なので、我 

々も詳細な内容を知らされていません。そこに

ついては、私からお答えできることがありませ

ん。（「分かりました。ありがとうございます」

と言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

堤委員外議員 一つだけ。ホーバークラフトの

関係で保険はいいんだけど、大体どれくらいの

費用がかかるのか、それとガードレールは当然

金額が分かるよね。結局、保険で対応できるか

らいいんだけど、こういうことが今後出てくる

と運行での経理上、やはり非常に大きなマイナ

スになってくると思うんだけどね。 

もう１点は今年度中に就航するとした場合、

仮にこれがずれ込んでしまうと、当然運行収支

に非常に大きな影響が出てくるわけでしょう。

だから、そういう点では運行上の赤字補 をし

ないとの決まりがあるから、年度内という話は

しているだろうけど、そこら辺はどう――今後

の計画的には、そういうことも含めて検討して

いるんですか。 
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藤川交通政策課長 補修費がいくらかについて

は、正に今、運行事業者も保険会社と話をしな

がら保険の適用範囲がどこまでになるか、その

金額がいくらになるかを話し合っているところ

です。ちょっと私の方で船舶の修理料がいくら

になるは持ち合わせていませんが、ガードレー

ル部分については土木事務所に見てもらったと

ころ、大体２００万円を切る程度だと聞いてい

ます。 

 それと、３月までに就航が無理な場合の件で

すが、これについては基本的に今回の事故は運

行事業者が起こしたので、会社側が責任を持っ

てやる話になります。運行事業者もホーバーク

ラフトを運行するための会社をつくっています

が、親会社もあるのでそういったところの話を

しながら、しっかりした収支計画を立ててやっ

ていただけるものと認識しています。（「はい、

いいです」と言う者あり） 

小川委員長  ほかに質疑もないので、次の③と

④について説明をお願いします。 

藤川交通政策課長 資料の２３ページをお開き

ください。 

 東九州新幹線の日豊本線ルート及び久大本線

ルートの調査結果について説明します。この調

査は、今年１月の東九州新幹線に関するシンポ

ジウムにおいて、日豊本線に加え久大本線ルー

トを推す声があがったことから、両ルートの比

較のために４月から調査に着手したものです。 

 主な結果概要を説明すると、１の（２）所要

時間の推計を御覧ください。両ルートとも博多

への所要時間にほとんど差はありませんが、日

豊本線ルートは大阪までが最速で１５６分と本

州方面への速達性に優れています。久大本線ル

ートは熊本までが５６分、長崎までが８９分と

九州内のアクセスに優れる結果となりました。 

 次の２４ページをお開きください。 

 ２の概算事業費の推計についてですが、日豊

本線ルートが８，１９５億円、久大本線ルート

が８，３３９億円と、やや久大本線ルートが高

くなっています。これは下の表にあるように、

久大本線ルートは山間部を通るため７５％をト

ンネルが占める想定となっているためです。 

 そして３の需要の推計ですが、１日当たりの

新幹線の利用者数を推計したものです。現在の

鉄道利用者に加え、航空機や高速バス、自動車

の利用者の一部が新幹線を使うようになること

により、日豊本線では２３，９７３人、久大本

線では２２，１６３人と推計されています。 

 最後に、４の費用対効果の試算についてです。

事業の投資効率性を表す費用対効果、いわゆる

Ｂ／Ｃですが、この値が１以上になれば便益が

費用を上回ることになります。社会的割引率が

１％の場合、２％の場合、４％の場合で分けて

試算しています。社会的割引率とは、現在の便

益と将来の便益では実質的な価値が異なるため

Ｂ／Ｃの算定において、将来の便益を現在価値

に割り戻す作業を行うものですが、その低減度

合いを示すものであり、国において国債の実質

利回りを基に決められています。国の指針では

１％、２％、４％で計算した結果を参考比較で

きることとなっています。今回は、直近３０年

の実質利回りが１．５８％であることを考慮し、

割引率２％で算定した値を主に用いることとし

ています。なお、両ルートとも同じ率で割り戻

しているため、結果の優劣が変わるものではあ

りません。 

 Ｂ／Ｃの結果としては日豊本線ルートが僅か

に高いものの、ほぼ同程度であり、この結果を

もって直ちにルートが決定されるものではなく、

今後はそれぞれのルートのメリットはもちろん、

並行在来線の問題や地域間格差の拡大などの課

題も含めて、県全体で議論を深めるとともに、

東九州新幹線実現に向けた機運を醸成していき

たいと考えています。 

 続いて、資料の２５ページをお願いします。 

 大分県広域交通ネットワーク研究会について

説明します。この研究会は、現在策定中の新長

期総合計画の重要政策である広域交通ネットワ

ークについて、豊予海峡ルートや東九州新幹線、

中九州横断道路等の効果や課題を研究すること

を目的に設置したものです。開催日程は来年２

月まで、計３回を予定しています。研究会の委

員は地域経済や物流、防災、まちづくり等の分

野の９名の有識者で構成されており、それぞれ



- 13 - 

の専門的な見地から議論いただいています。 

 次の２６ページをお願いします。 

 先月２０日に開催した第１回会議では、事務

局からこれまでの国や県の取組などを説明し、

その後、各論点について意見が出されました。

主なものを紹介すると、例えば東九州新幹線は

沿線人口も多く、ポテンシャルの高さは既に整

備されている路線と比較しても遜色がないとか、

新幹線ができた場合、駅からの二次交通が大事

であるとか、物流は毎日の動きであり非常に重

要で、豊予海峡ルートによって大分―大阪間が

山陽自動車道経由に比べて約２００キロメート

ル短くなる効果は絶大であるといった意見が出

されました。また、複数の委員から豊予海峡ル

ートの整備は、災害時のリダンダンシーの確保

という点から、我が国全体にとって必要なプロ

ジェクトであるという意見もありました。 

Ⅳの技術的な課題に関することで、土木技術

的な観点からは克服すべき技術的課題はあるも

のの、少なくとも今までの土木技術の知見から

実現できないものではないといった意見、海峡

付近に位置する中央構造線断層帯についての過

去の調査の情報収集や新たな知見に基づく再整

理が必要であるといった指摘もありました。 

 来週１４日には第２回の研究会を開催し、２

月に開催する第３回で報告書を取りまとめ、新

長期総合計画策定の県民会議と共有するととも

に、国等への要望等にも活用していく予定にし

ています。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から、質疑などはありませんか。 

守永委員 広域交通ネットワーク研究会で、こ

れからの様々な――東九州新幹線だけでなく、

県内全域の交通体系を含めての議論になってく

るだろうと思います。東九州新幹線ができたと

きに、県内のバス路線と言うか、高速バス等も

乗客が取られてしまうことが想定されるでしょ

うから、バス会社等に与える影響といったこと

も検討材料に入っているのか。その辺は何か、

これからどういう議論が出てくるか分からない

でしょうけど、何か考えがあれば教えてくださ

い。 

藤川交通政策課長 そういった影響については、

資料の２６ページに、一部そういった話も出て

います。２６ページのⅡまちづくりへの影響に

関することの上から二つ目ですが、これは良い

例として上がっている分ですけど、九州新幹線

の博多―熊本間が開業したときは、現実はバス

の利用者も増えたようです。乗客が減ることが

懸念されていたのですけど、現実は高速バスの

利用者が増えたこともあり、そういったバスや

既存の交通機関への影響についても、この研究

会の中で話が出ています。 

守永委員 この部分を読み飛ばしてしまって、

申し訳ありません。確かに、いろんな資料を見

たときに、例えば長崎県に行くとか博多に行く

ときに、単価を考えれば学生を中心に高速バス

を使うのかなとの想像も働いたんですけど、そ

の辺も含めて、どういった変化があるのかを議

論していただきたい。また、いろんな県内経済

や分野に影響を与えていくことも事細かに分析

していただければと思います。よろしくお願い

します。 

玉田委員 １点だけ。先般の宮崎県の話ですけ

ど、人吉―宮崎ルートの答弁があったとのこと

です。それもまた検討していくということで、

新聞報道では延岡市が、それについて少し慎重

になってほしいと意見を出しているとの話です。 

やはり、東九州新幹線は他県との連携が重要

になってくると思うので、そういう意味で例え

ば人吉―宮崎ルートになったときに、大分から

宮崎ルートをどうするのかというのも、先の話

ですが、大分県の南ではもしかすると途切れて

しまうのかもしれない。そういったことも想定

されるので、この広域交通ネットワーク研究会

の中で、時間的には後２回しかないので議論は

できないと思うのですけど、他県との連携を考

える上では、今後どういう議論が必要となって

くるのか。どういう場でやっていくかについて、

今の段階ではそんなには差し迫っていませんが、

この件は久大本線ルートと日豊本線ルートを選

択する上で、今後かなり議論になってくると思

います。その辺はどのようにお考えですか。 

藤川交通政策課長 他県との連携については、
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非常に重要です。国からも大分県単体で要望す

るのではなく、まとまって要望しないと効果が

出ないと言われているので、そういったことも

念頭に置いてしっかりやっていきますが、今年

度になって、実は山田企画振興部長や私も宮崎

県に出向いて、既にいろんな意見交換を行って

います。そもそも東九州新幹線については、各

県が連携した期成会があって、その期成会でも

国に要望していますし、その事務局は宮崎県が

務めています。今回の宮崎県議会での議論も、

基本は東九州新幹線がベースだと。ただいろん

な選択肢の中で、新八代に行くことも考えられ

ることが向こうの議会で答弁されたと認識して

おり、我々としては東九州新幹線をしっかりと

一緒にやっていきましょうと。宮崎県のみなら

ず、福岡県や鹿児島県とも一緒に手を携えなが

ら、しっかり国に対して要望していくことにな

ろうかと思います。（「分かりました、結構で

す」と言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

堤委員外議員 一言だけ。研究会の主な意見の

中で、やはり危惧されているのは中央構造線と

の関係で、この安全の問題は我々とすれば一番

心配なところなんですね、１０キロメートルし

か離れていないという問題があるから。この問

題は今後新たな知見、いろんな知見が出ている、

万年山断層帯とかもいろいろと出てきているよ

ね。そういうものを含めて、これはこれで研究

していくということかな。 

藤川交通政策課長 そうですね、今回の豊予海

峡ルートというのは、さきほど堤議員がおっし

ゃったように、断層帯のすぐそばで本当に大丈

夫なのかとの声もあり、その中で我々もそうい

った問題意識があったことから、こういった技

術的な課題について、知見を持つ方に今回の研

究会に入っていただくことで、ここに書いてい

るような意見が出ました。 

こういった意見に基づいて、実は過去にもト

ンネルについてどうなのかと、かなり古い調査

になりますが、日本鉄道建設公団が調査をして

そういったものが多々ありますが、情報も古い

し、その後トンネルも新しい工法が出てきてい

るので、そういったものがどうなのかを再整理

する必要があるという意見をいただきました。

そういった意見を踏まえて、今後我々としてど

ういったことができるか考えていきたいと思っ

ています。（「はい、いいです」と言う者あり） 

小川委員長  ほかに質疑もないので、次の⑤と

⑥について、説明をお願いします。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 私から、国際

自転車ロードレース、ツール・ド・九州につい

て説明します。資料の２７ページを御覧くださ

い。 

 ツール・ド・九州ですが、まず上段の今年開

催された大会について説明します。海外からも

ワールドチームを含む８チームが参加し、福岡、

熊本、大分の３県でレースが繰り広げられまし

た。大分ステージについては１０月９日の大会

最終日に最終ステージとして開催され、最後ま

で読めない展開で、トップ選手の活躍に盛り上

がりました。また、沿道には多くの方々が集ま

って声援を送っていただき、観客数は約２万７

千人だったと実行委員会から発表されています。

特にフィニッシュ地点においては、パブリック

ビューイングやステージイベントも実施して、

多くの人出でにぎわい、地域の活性化に貢献で

きたと考えています。ツール・ド・九州はサイ

クリストからも大きな注目を浴びており、しっ

かりと次回につながる大会になったと感じてい

ます。 

 次に下段、来年の２０２４大会についてです。

地域の活性化やサイクルスポーツの振興などか

ら、本年に引き続き本県での開催を大会事務局

に要望してきたところ、先日の九州地域戦略会

議において今大会同様、福岡、熊本、大分の３

県での開催と発表されました。ステージ順やコ

ース内容は調整中ですが、現在のところ大分ス

テージについては、一番右下に小さく図面を入

れていますが、阿蘇くじゅう国立公園を通るコ

ースで関係市町と一緒に検討を進めています。

今年度に引き続き、来年度も大いに盛り上がる
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よう、しっかり準備をしていきたいと思います。 

 続いて、資料２８ページを御覧ください。 

 大分トリニータのシーズン結果について報告

します。まず、県議会議員の皆様におかれては、

大分トリニータを支援する議員連盟を組織して

いただくなど、日頃から大分トリニータへ御支

援をいただいており、心からお礼申し上げます。 

 大分トリニータは１１月１２日のホーム最終

戦をもって、今シーズンの戦いが終了しました。

今シーズンの大分トリニータは、２年目を指揮

する下平監督の下、Ｊ１昇格を目標にスタート

しましたが、資料左側にあるように１７勝１１

分１４敗、勝点６２で順位は９位と残念ながら

Ｊ１昇格プレーオフ出場圏内に入ることはでき

ませんでした。ただ、資料右側にあるように、

観客動員数はホームゲームの平均入場者数が９，

２０２人で、新型コロナの５類移行もあり昨年

から２，５００人以上増加し、Ｊ２リーグ観客

動員数は４番目と、非常に多くの観客を動員で

きたと思っています。 

 来シーズンも経営基盤の強化とＪ１復帰を目

指し、県としても大分トリニータの活躍が県民

の元気につながるよう、継続的な支援に取り組

んでいきたいと考えています。議員の皆様にお

かれても、引き続きの御支援を賜りますようお

願いします。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から、質疑などはありませんか。 

吉村委員 ツール・ド・九州について１点、要

望になるかと思いますが、お願いします。 

 大分ステージが福岡、熊本と比べても非常に

盛り上がったと伺っています。ちょっとひいき

目もあるかもしれませんが、来年はコースも伸

びる関係で、四つ五つの市町村をまたぐことを

考えたときに、福岡ステージで盛り上がらなか

った理由を少し伺った際に、福岡ステージはス

タートの北九州市からゴールの大牟田市までコ

ースが非常に長かったので、各市町村をまたが

りすぎて、やはり一体感が出なかったと聞いて

います。そういったことにならないように、し

っかり県としても盛り上げていただければと思

うので、ぜひよろしくお願いします。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 ありがとうご

ざいます。私も少しひいき目があるかもしれま

せんが、大分ステージは非常に盛り上がったと

思っています。確かに今年度は日田市の１市で

まとまりやすかった点は、多分にあったと思い

ます。それに比べて福岡ステージは、多くの市

町村をまたぐことで、一つにまとめるのが大変

だったのではないかと思っています。ただ、今

回の盛り上がりを関係市町と共有して、今後が

非常に期待できるイベントであるとの認識があ

ります。一体となってよく連携を図りながら、

進めていきたいと思います。 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  ほかに質疑もないので、これで諸

般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別にないので、これをもって企画

振興部関係の審査を終わります。執行部はお疲

れ様でした。 

ここで暫時休憩します。再開は午後２時３０

分とします。 

午後２時２３分休憩 

―――――――――― 

午後２時２９分再開 

小川委員長 それでは再開します。これより、

総務部関係の審査に入ります。 

 本日は委員外議員として澤田議員、堤議員に

出席いただいています。 

 なお、本日は第９１号議案の審査に関連して、

議会事務局総務課の寺川課長にも出席をいただ

いています。よろしくお願いします。 

それでは最初に、若林総務部長から総務部関

係の議案について概括的な説明をお願いします。 

若林総務部長 小川委員長、木付副委員長をは

じめ、委員の皆様には平素より御指導いただき、

誠にありがとうございます。 

まず初めに、私から概括的な説明をします。 

本日の委員会では、付託案件４件の審査をお
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願いします。このうち、第１０８号議案令和５

年度大分県一般会計補正予算（第３号）ですが、

国の経済対策に係る補正予算の影響を踏まえ、

早急に対応が必要な経費を計上したものです。 

次に、第９１号議案職員の給与に関する条例

等の一部改正については、人事委員会からの月

例給、ボーナス等の引上げの勧告を尊重し、国

及び各県の給与改定等の事情も考慮の上、一般

職員などの給与改定を行うための議案です。 

 第９２号議案当せん金付証票の発売について

は、本県が他の地方公共団体と共同して宝くじ

を発売するにあたり、総務大臣への発売許可申

請の際に必要となる宝くじの発売限度額につい

て、議決をお願いするものです。 

 第９３号議案大分県の事務処理の特例に関す

る条例の一部改正については、農地法に基づく

県の事務の一部について、移譲先市町村の追加

等を行うためのものです。 

 諸般の報告においては、新たな行財政改革計

画の視点・方向性について、新たな大分県長期

総合計画案の骨子について及び市町村行政ＤＸ

の推進について、それぞれ説明します。各事項

の詳細については、担当課長から説明するので、

何とぞよろしくお願いします。 

小川委員長 ありがとうございました。 

 それでは、第１０８号議案令和５年度大分県

一般会計補正予算（第３号）のうち、総務部関

係部分について執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第１０８号議案令和５年度大分

県一般会計補正予算（第３号）の歳入全般につ

いて説明します。総務企画委員会資料の２ペー

ジをお願いします。 

 今回の補正予算案は、冒頭にあるとおり国の

経済対策に係る補正予算を踏まえ、物価高騰の

影響を受ける生活者や事業者への支援、賃上げ

や生産性向上に取り組む中小企業等への支援を

進めるとともに、災害に強い県土づくりなどを

推進するため、早急に対応が必要な経費につい

て編成したものです。補正額は、１の補正概要

にあるとおり３５８億３，６５０万２千円の増

額であり、既決予算を加えた累計額は７，７９

６億７，２０１万１千円となります。 

 次に、歳入について説明します。歳入の内訳

を御覧ください。今回補正する歳入は、国庫支

出金１７８億３，０３６万３千円、県債１４３

億７，３００万円、地方交付税１０億９，１６

８万５千円、その他は分担金及び負担金や諸収

入で２５億４，１４５万４千円となっています。 

 その主な内訳について説明します。資料４ペ

ージをお開きください。 

 まず、第５款地方交付税第１項地方交付税は

１０億９，１６８万５千円の増額となっていま

す。今回、国の経済対策の歳出追加に伴う地方

負担分の増加への対応として、国税収入の増額

補正を踏まえて追加措置される地方交付税につ

いて、今回の経済対策等に活用するものです。 

 資料５ページをお開きください。  

 第９款国庫支出金第２項国庫補助金は１７８

億３，０３６万３千円の増額です。主なものと

しては、資料５ページの第１目総務費国庫補助

金から、７ページの第６目商工費国庫補助金ま

でに計上している、物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金、これらが合計で１７億４，３

５２万円を計上していますが、ＬＰガスや燃料

費高騰などに伴う物価高騰対策事業に充当する

ものであり、今回の国の経済対策により追加で

措置された交付金となっています。 

 ページを戻って、５ページを御覧ください。 

第５目農林水産業費国庫補助金のうち重点支

援地方交付金を除いた部分と、またページが動

いて申し訳ありません。資料の７ページ、第７

目土木費国庫補助金の全額は、国の防災・減災、

国土強靱化５か年加速化対策及び農林水産業の

成長産業化関連として実施する公共事業に充当

するものです。 

 資料の９ページを御覧ください。 

 第１５款第１項県債１４３億７，３００万円

の増額のうち、第３目農林水産業債２１億９，

８００万円と、次の１０ページ、第４目土木費

１１８億７，１００万円を合わせた１４０億６，

９００万円は、さきほどもあった国の防災・減

災、国土強靱化５か年加速化対策等の財源とし

て発行するものです。その他の収入としては、

公共事業の実施に伴う市町村の拠出する分担金
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及び負担金や中小企業金融対策費に係る貸付金

元利収入――諸収入で上がっていますが、これ

の増によるものです。 

渡辺県有財産経営室長 第１０８号議案令和５

年度大分県一般会計補正予算（第３号）のうち、

県有財産経営室所管分について説明します。資

料１２ページをお開きください。 

 議案書から抜粋していますが、繰越しの承認

をお願いするものです。表の上段、第８款土木

費第１項土木管理費の県有建築物保全事業費で

す。９月の議会において４，３０７万６千円の

繰越しを承認いただいていますが、今回２億５，

８９１万３千円の追加承認をお願いするもので

す。全国的に一部の建材で調達に時間が掛かる

傾向にあり、基盤などの電子機器部品において

通常よりも納期に時間を要していることから、

適正工期の確保のため、繰越明許費の承認をお

願いするものです。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別に質疑もないので、さきほど審

査した企画振興部関係部分とあわせて採決しま

す。 

 本案のうち本委員会部分については、原案の

とおり可決すべきものと決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 続いて、第９１号議案職員の給与に関する条

例等の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。 

井下審議監兼人事課長 続いて、第９１号議案

職員の給与に関する条例等の一部改正について

説明します。資料の１３ページを御覧ください。 

 まず改正理由ですが、給与改定については人

事委員会が毎年、地方公務員法の趣旨を踏まえ

県内民間と県職員の給与水準を比較し、国や他

県の動向等も考慮の上、勧告する仕組みとなっ

ています。今年度は月例給、ボーナス共に県職

員が民間を下回っている状況があったので、人

事委員会から引上げの勧告がありました。その

勧告を尊重し、国及び各県の給与改定等の事情

も考慮の上、一般職員などの給与改定を行うも

のです。 

 主な改正内容について説明します。最初に一

般職員の給料については、人事委員会が県内民

間と県職員の給与水準を比較したところ１．１

２％ほど県職員が民間を下回っている状況があ

りました。したがって１．１２％の引上げの勧

告を受けたので、勧告どおりの引上げ改定を行

うものです。 

次に、期末手当及び勤勉手当については、年

間の支給割合を０．１月分引き上げ、それぞれ

均等に０．０５月分配分するものです。任期付

職員や任期付研究員についても、一般職員と同

様、勧告のとおり給料及び期末手当を引き上げ

るものです。 

 次に、会計年度任用職員についてです。期末

手当については、一般職員に準じて今年の１２

月に支給される期末手当を引き上げるものです。

勤勉手当については、来年４月から会計年度任

用職員に対しても、勤勉手当を支給できるよう

に地方自治法が改正されました。その趣旨、他

県状況等を踏まえ、本県においても来年度から

勤勉手当を支給するための規定の整備を行うも

のです。改正によって、会計年度任用職員につ

いても一般職員と同水準の４．５０月分が期末

勤勉手当として支給されることになります。 

 続いて、特別職についてです。知事等の給料

改定については、一般職の給与改定の動向等を

基本にしつつ、大分県特別職報酬等審議会に諮

問し、答申を受けて議決をいただき実施するこ

ととなっています。今年の勧告において２年連

続で一般職の引上げ改定が行われ、特に今年は

２９年ぶりに改定額が３，９００円台といった

高水準となること、あるいは平成８年以降２７

年間増額改定が行われていないこと等を踏まえ
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て、特別職の給料水準についても審議会へ諮問

しました。 

 審議会では、一般職及び国の改定状況等を総

合的に検討し、慎重に審議した結果、国指定職

の改定率に準じて特別職の給料を増額改定すべ

きとの答申をいただきました。この答申どおり

の改定を行うものです。改定率については、特

別職の持つ職責に鑑み、国の一般職のうち指定

職に適用される、指定職俸給表の改定率である

０．３％の増を適用することとしています。期

末手当については、一般職の改定状況や国の改

定状況を踏まえ、年間の支給割合を０．１月分

引き上げるものです。 

 最後に、医師などの非常勤の顧問については、

引上げ勧告に準じて本県においても引上げを行

うものです。 

 次に、資料の１４ページを御覧ください。 

 参考として、改正条例一覧を記載しています。

それぞれ改正条例の対象者、主な改正内容を記

載しています。 

 最後に施行日、適用日についてです。施行期

日については公布日での施行とし、一般職員等

の給料の引上げ等については、今年４月１日か

らの適用にしたいと考えています。今年の１２

月に支給される一般職員や会計年度任用職員等

のボーナスの改定は、基準日である令和５年１

２月１日からの適用としたいと考えています。

期末勤勉手当の支給月数の平準化、あるいは会

計年度任用職員に勤勉手当を支給するための規

定の整備については、来年４月１日施行を考え

ています。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

堤委員外議員 会計年度任用職員の期末手当が

２．５０月分になるんだよね。それで、勤勉手

当は職員と一緒になるんだけど、期末手当がな

ぜ一般職員と差があるのかな。 

井下審議監兼人事課長 会計年度任用職員の期

末手当についてです。過去、期末手当について

は、一般職員は引下げの傾向が２年連続であり

ました。その際に、期末手当が引き下げられて

勤勉手当がプラス改定になっていたので、会計

年度任用職員は勤勉手当の支給がこれまでなく、

期末手当のみとなっていたことを踏まえ、一般

職員との均衡を図る意味で、勤勉手当の引上げ

部分について勘案して、期末手当分として会計

年度任用職員に支給していたところです。 

堤委員外議員 ごめんね、よく分からなかった。

期末手当は、一般職員はきちんと４．５０月分

出るんだよね。会計年度任用職員は２．５０月

分だよね。今度、勤勉手当が付くのでその分を

下げたというなら分かるけど、これは上げてい

るよね。もともと低い部分を少し上げているん

だけど、その２．５０月分と４．５０月分の違

いは何なのかな。 

井下審議監兼人事課長 一般職員の期末手当分

としては２．４０月分となっています。一方、

会計年度任用職員の期末手当分は２．４０月分

から２．４５月分となっていて、０．０５月分

月数としては多い状況となっています。その多

い状況というのが、さきほど申し上げた説明の

とおりであり、勤勉手当が措置されないことか

らの見合いとなっています。来年度以降につい

ては、会計年度任用職員についても一般職員と

同様の支給月数に増額改定が行われることから、

期末手当については一般職員と同じ月数に戻り

ます。トータルとしては４．５０月分、一般職

員と同様に期末・勤勉手当として支給されるの

で、支給月数の割合についても一般職員に準じ

た形となります。 

堤委員外議員 ごめん、やっぱりよく分からな

かった。一般職員の期末手当は２．４０月分で

会計年度任用職員も２．５０月分、今度はそれ

をあわせるということでいいのかな。この資料

では、期末・勤勉手当そのまま書いて４．４０

月分から４．５０月分に変わっているのでしょ

う。だから期末手当も４．５０月分かなと思っ

たんだけど、期末手当は２．５０月分なんだね、

一般職員は。（「そうです」と言う者あり）そ

れで会計年度任用職員は今度２．５０月分に上
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げると、それで一緒になるということでいいん

だよね。 

井下審議監兼人事課長 すみません、分かりに

くくて申し訳ありません。 

 会計年度任用職員は現行２．４５月分のとこ

ろを今回の改定によって、一旦２．５０月分に

上がります。上がりますが、来年度以降につい

ては勤勉手当が措置されるようになり、一般職

と同じ支給月数とするために２．４５月分に期

末手当だけをみると下がるということです。そ

の代わり、勤勉手当が一般職と同様に２．５０

月分出るようになるので、トータルとしては変

わらなくなります。（「はい、ようやく分かり

ました」と言う者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかに質疑もないので、これより

採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第９２号議案当せん金付証票の発売に

ついて、執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第９２号議案当せん金付証票、

いわゆる宝くじですが、その発売についてです。

資料１５ページをお願いします。 

 宝くじについては、当せん金付証票法により

都道府県及び指定都市が公共事業等の費用に充

てるための資金を調達する場合に、その発売が

認められています。地方公共団体ごとの売上額

の約４割がその団体の収入となり、本県の宝く

じ収入は令和４年度で約２８億円となっていま

す。 

 今回の議案は、令和６年度に本県が他の地方

公共団体と共同して宝くじを発売するにあたっ

て、総務大臣の発売許可申請の際に必要となる

宝くじの発売限度額について議決をお願いする

ものです。令和６年度の発売限度額については、

全国の発売計画額及び直近の売上実績等を勘案

して見積もっています。令和５年度より１億円

少ない１１３億円としています。主な増減理由

は、数字選択式くじや通常くじの全国発売計画

額の減額等によるものです。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第９３号議案大分県の事務処理の特例

に関する条例の一部改正についてですが、本案

については、関係する農林水産委員会に合い議

をしていることを申し添えます。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

曽根田市町村振興課長 第９３号議案大分県の

事務処理の特例に関する条例の一部改正につい

て説明します。資料は１６ページを御覧くださ

い。 

 本条例は住民の利便性向上、行政の効果的、

効率的運営の観点から、地方自治法の規定に基

づき、県の権限に属する事務のうち市町村が処

理する範囲等を定めるものです。 

 今回の条例改正は、（１）条例改正の概要に

記載のとおり、農地法に基づく県の事務の一部

について市町村との協議が整ったことから、

（２）にあるとおり、新たに杵築市に対して、

下の（３）にあるとおり、①農地又は採草放牧

地の転用許可、並びに②から④に記載の許可内

容と実際の利用状況に相違がある場合の現地調

査や処分を行う事務を移譲するものです。 

 再度（２）に戻っていただき、二つ目のマル

ですが、国東市については農地転用許可ができ

る面積の上限を２ヘクタールから４ヘクタール

に拡大し、無許可転用者への処分権限を追加す
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るものです。 

 一番下の囲みにあるとおり、施行期日につい

ては、市町村において申請者等に対する周知期

間を設けるため、令和６年４月１日としていま

す。 

小川委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方は、質疑などあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別に質疑もないので、これより採

決します。なお本案について、農林水産委員会

の回答は、原案のとおり可決すべきとのことで

す。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。まず、①と②について説明をお

願いします。 

山本行政企画課長 資料の１７ページをお開き

ください。 

 新たな行財政改革計画の策定に向けて、その

視点や方向性を整理したので報告します。 

 資料の上段、１計画策定の趣旨・背景ですが

上から二つ目のポツにあるとおり、少子高齢化

や人口減少が急速に進む中において、官民双方

の担い手不足や社会保障関係費の増加、頻発や

激甚化する自然災害など、喫緊の課題に対応し

ながら、県政の指針となる現在策定中の新たな

長期総合計画を推進していくためには、持続可

能な行財政基盤の確保が必要不可欠と考えてい

ます。そこで四つ目のポツにあるとおり、時代

の要請や潮流の変化を踏まえ、新長期総合計画

と時期を同じくして、その下支えとなる新行財

政改革計画を令和６年度中に策定するものです。 

 そうした策定の趣旨、背景を踏まえて、次に

２新たな行財政改革計画を策定する上での考慮

すべき視点として、①ＤＸの加速化とＡＩ等の

先端技術活用による社会変革の実現、②多様な

主体との連携強化による公共サービス・社会資

本等の維持・向上、③持続可能な社会保障制度

の確立、④県政運営の土台となる人材の育成と

安定的な財政基盤の確保といった、四つの視点

に基づき、新行財政改革計画の中身を組み立て

ていきたいと考えています。 

 次に、３新たな行財政改革計画の構成を御覧

ください。一番左側の緑色で表示した欄ですが、

これは新長期総合計画の下支え、連動を考慮し、

そこで想定される時代の要請、潮流の変化のう

ち、新行財政改革計画の策定にあたっても、留

意すべき背景等を抜粋して記載したものです。

こちらを踏まえて、真ん中の欄にあるとおり、

さきほど説明した①から④までの四つの視点を

整理しています。特に、視点①のＤＸの加速化

とＡＩ等の先端技術活用による社会変革の実現

については、今後取り組もうとする行財政改革

全ての分野にまたがるものとして考えており、

それが分かるように表示しています。 

 最後に一番右側の欄です。これが、今回の新

行財政改革計画の大きな柱となる大項目の五つ

を示したものです。さきほど説明した四つの視

点に対応する形で、項目１県民目線に立ったデ

ジタル社会の実現として、行政分野のＤＸに加

え医療、介護、教育、こども等の準公共分野の

デジタル化を推進するとともに、その推進に必

要な人材の確保と育成、環境整備を進めていき

ます。２の公共サービス等の維持・向上につい

ては、市町村との連携による行政運営の効率化、

産学官、ＮＰＯ、地域住民等多様な主体との連

携による課題解決などを今後もさらに推進して

いきます。３の社会資本・公共施設の老朽化へ

の対応については、中長期的な視点による戦略

的なマネジメントを推進するとともに、施設の

有効活用や民間活力の活用などを進めていきま

す。４の社会保障関係費の増加への対応につい

ては、医療費適正化のさらなる推進や介護予防、

自立支援の取組を強化していきます。最後に５

として、そうした取組や県政運営を支える土台
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となる職員人材の確保・育成と働き方改革の推

進、安定的な財政基盤の確保としており、働き

方改革のさらなる推進と生産性向上や多様で優

秀な人材確保に加え、高齢期職員の活用を進め

るとともに、これまでと同様、安定的な財政基

盤の確保に努めていきたいと考えています。 

 今後は、この五つの大項目に沿った具体的な

取組の検討を進め、行財政改革推進委員会の意

見も伺い、来年の第１回定例会において新行財

政改革計画の概要と骨子をお示しし、御意見な

どを頂戴したいと考えています。 

 続いて、資料の１８ページを御覧ください。 

 新たな大分県長期総合計画案の骨子について

説明します。全体の概要については１９ページ

から２２ページに記載していますが、さきほど

企画振興部から説明があったので省略します。 

 ２５ページの未来創造のツリー図を御覧くだ

さい。 

政策・施策体系を現行計画と比較したもので

すが、総務部が所管する施策について説明しま

す。当部所管の施策を黄色でお示ししています。

資料右側の中段少し下のところ、政策４デジタ

ル社会の実現と先端技術への挑戦のうち、（２）

県民の暮らしをより便利で豊かにするＤＸの推

進です。 

 こちらは、県民がいつでもどこでも簡単で便

利に公共サービスを受けることができる社会の

実現を目指し、ＡＩ等の先端技術を活用して県

と市町村の行政ＤＸを推進し、県民サービスを

さらに向上させるという施策を記載しています。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から、質疑などはありませんか。 

玉田委員 私からは行財政改革についてです。

もちろん、しっかりした計画を立ててくれるで

しょうし、我々もしっかりと議論したいと思い

ますが、今回機会を得て平成１６年の行財政改

革のスタートの分を、ざっと目を通しました。

当時の財政状況を考えたときに、財政危機の中

でいろんな改革案があり、それを実施してきた

ことがあると思います。 

 今回の計画は、安定的な県の財政の中で策定

できるので、そういう意味ではこの１６年間の

行財政改革、県民とともに痛みを分かち合いな

がらやってきた成果について、しっかり共有さ

れるべきだと思います。それは、これからの計

画も当然大事ですけれども、これからの計画自

体が、さきほど申し上げたことを共有した上で

立案してほしいと思います。 

 加えて、この１６年間で大きな施設を廃止し

て来たこともあります。例えば、マリンカルチ

ャーセンターの廃止もありましたが、今回その

時の書類にも目を通しました。経過は載ってい

るけれども、建設当時の目標などが達成された

かといったところまでは、実質まだ総括されて

いない。やはり、もう一歩進んで議論してほし

いなと、そういうところが足りない気もするの

で、今からするという話にはなりませんけど、

これまでの１６年間をしっかりと共有した上で、

しっかりとした計画を立てていただきたいと思

います。課長、何かあればお願いします。 

山本行政企画課長 貴重な御意見をありがとう

ございます。私どもも平成１６年からずっと行

財政改革に、類似の計画に基づいて常在行革の

下、取り組んできました。今回の策定について

も過去の行財政改革の取組成果なり、まだ現行

計画も続いていますけれども、その中で残され

た課題等を十分検証して、次の計画策定に入っ

ていきたいと思っています。 

 また、大規模施設についても平成１６年度以

降、大規模施設としては１５施設ほど廃止等を

行っています。そうした過去の大規模施設の検

証等も十分踏まえて、これは行財政改革計画だ

けではなく、施設に係る計画も今後また改めて

見直していくことになっていきますが、そうい

った中でも、しっかりと取り組んで検証してい

きたいと思っています。 

玉田委員 ありがとうございます。やはり、さ

きほど話された長期総合計画と表裏一体になる

ものだと思うので、そこら辺はよろしくお願い

します。 

守永委員 私も行財政改革計画に関してですが、

職員人材の確保、育成と働き方改革の推進の部

分で、職員をどう確保し育成していくかの中で、

やはり技術系職員の人材確保がどうしても定数
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を充足できないところもある。そういった部分

は原課での工夫なり、いろんな取組が必要でし

ょうけど、どう確保していくかを、ぜひこの中

で議論を深めていただきたいと思うし、人材を

どのように育てていくのかも働き方改革とあわ

せて、育て方改革といった部分で、しっかりと

議論を深めていただければと思います。よろし

くお願いします。 

山本行政企画課長 御意見ありがとうございま

す。今回の行財政改革計画の策定についても、

人口減少の中、官民双方での担い手不足という

喫緊の大きな課題を踏まえた上で、策定を考え

ています。委員からいただいた御意見を参考に、

しっかり議論したいと思います。 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  ほかに質疑もないので、次の③に

ついて、説明をお願いします。 

清水電子自治体推進室長 続いて、諸般の報告

③市町村行政ＤＸの推進について説明します。

資料の２６ページをお願いします。 

 本県では、これまで県レベルでの行政手続の

電子化や公金収納のキャッシュレス対応など、

全国に先駆けた取組を進めてきました。県民に

とって利便性を高めるためには、身近な市町村

レベルでの取組が欠かせないことから、５月か

ら県内全ての副市町村長で構成する会議で議論

を重ね、全市町村の共同目標として設定したの

で報告します。 

 まず１行政手続の電子化については、役所で

の対面で行う手続、子育てや福祉、水道など２

２種類の主要な行政手続を、おおむね令和７年

度までにオンライン申請可能とします。これに

より、県民の皆様は時間や場所に縛られずに手

続が可能となり、大幅な利便性向上が見込まれ

ることを期待しています。 

 次に、２公金収納のキャッシュレス対応です

が、申請に伴う手数料の納付をオンラインで完

結可能にすること及び主要な窓口にキャッシュ

レス決済を導入することで県民の利便性向上を

図りたいと考えています。 

 二つ飛ばして５県の支援についてですが、市

町村の取組を後押しするため、県のノウハウを

基にした技術的支援、小規模な団体に対しては

外部からデジタル人材を確保するための支援も

行っていきます。今後、これら共同目標を今年

度中に確定し、各市町村の取組に反映させてい

きたいと考えています。また、施設のオンライ

ン予約や窓口サービス向上などについても議論

を進め、共同目標に追加するなど引き続き市町

村と連携して、市町村行政のＤＸを積極的に推

進、支援していきます。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から、質疑などはありませんか。 

守永委員 この報告の中で、やはりキャッシュ

レス対応の部分ですが、きちんと納付できてい

るかが、県民の皆さんの非常に気になるところ

じゃないかと思います。それと、どこまでキャ

ッシュレスにするかによりますが、例えばいつ

までに納付しなさいとあった場合に、機械やシ

ステムのトラブルで納付できないとか、そうい

った時に、きちんとフォローできるかも含めて

検討しなければならないと思いますが、そうい

った危機回避の部分での検討は、何か考えがあ

りますか。 

清水電子自治体推進室長 御意見ありがとうご

ざいます。委員のおっしゃるとおりで、県のキ

ャッシュレス対応は、いろいろなトラブルと言

うか事例が積み重なってきたので、そういった

事例も市町村に情報共有しながら、そこら辺は

しっかりと進めなければいけないと考えていま

す。キャッシュレスは当然、利便性の向上が目

的なので、無理矢理にするものではなく選択肢

を増やす意味で進めていきたいと思います。し

っかりその辺はやっていきたいと思います。（ 

「よろしくお願いします」と言う者あり） 

小川委員長 ほかにないので、委員外議員の方

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  ほかに質疑もないので、これで

諸般の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 
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  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別にないので、これをもって総務

部関係の審査を終わります。執行部の皆様は、

お疲れ様でした。 

 執行部が入れ替わるので、しばらくお待ちく

ださい。 

 

〔総務部退室、会計管理局、議会事務局入室〕 

 

小川委員長 これより会計管理局、議会事務局

関係の審査に入ります。 

 本日は委員外議員として澤田議員、堤議員に

出席いただいています。 

 まず、付託外案件の審査に入ります。議長か

ら回付されている陳情６議員の視察旅行に対す

る市民への報告会の開催を求める陳情について、

議会事務局の意見を求めます。 

祖母井議会事務局次長 初めに、お断りとなり

ますが、議会事務局長の森が体調不良のため欠

席しています。本日は私から説明しますが、よ

ろしくお願いします。 

陳情６議員の視察旅行に対する県民への報告

会の開催を求める陳情について説明します。陳

情文書表３ページを御覧ください。 

 この陳情は、議員の活動が見えないと感じて

いる陳情者から、県民が県政に積極的に参加し

議会活性化にもつながるとして、議員による視

察旅行の報告会を開催し、議員と県民の意見交

換を行う場を求めているものです。 

 委員会等の視察調査は、直面する県政の諸課

題について、先進的な取組や活動について調査

し、その成果は本会議での質問や委員会での議

論などを通じて県政に反映されています。また、

視察調査の報告書はしっかりと作成されており、

県議会のホームページで公開しています。 

 一方、住民と対面で意見交換を行う機会とし

ては、出前県議会や議員出前講座、夏休み子ど

も議会見学、県議会ユースモニター制度など多

くの機会が設けられており、その様子は広報紙

の県議会おおいたやテレビ番組の県議会タイム

で周知、広報しています。事務局としても、し

っかりと努めていきたいと思います。 

小川委員長 この陳情について、まず委員の皆

様から、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方はありませんか。 

堤委員外議員 これは総務企画委員会とか、そ

ういうところで議論する中身なのかな。陳情だ

から、議員に対する要請みたいなものじゃない

のかと。だから、議会運営委員会とか各会派代

表者会で議論するべきものじゃないかと思った

んだけどね。 

 それと、今いろんなことをやっていると言っ

たのは、陳情者には知らせてあげるのかな。 

祖母井議会事務局次長 陳情として提出された

ので、この総務企画委員会で説明することとし

ました。陳情者に対しても、しっかりと説明し

たいと思います。（「はい、いいです」と言う

者あり） 

小川委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 ほかにないので、以上で付託外案

件の審査を終わります。 

 次に、会計管理局から報告の申出があるので、

これを許します。 

渡辺会計管理者兼会計管理局長 会計管理局の

諸般の報告事項について説明します。タブレッ

ト画面右下に、青い通知が出たらタッチをお願

いします。 

 用品調達特別会計制度の見直しについてです。

タブレットの会計管理局の総務企画委員会資料

２ページを御覧ください。 

 （１）制度の概要を御覧ください。用品調達

特別会計は、県の機関で使用する備品や消耗品

などの調達事務を一元的に行い、共通物品の規

格統一、大量購入による経費削減を図るために

大分県用品調達特別会計条例により設けている

ものです。昭和２８年に制定した当初は、用品

の購入価格に５％の加算金を上乗せして各所属

へ払い出して、その加算金を積み立てて当時あ

った、県営印刷所の施設機械の償却資金等に充

当していました。 

 （２）問題点・課題を御覧ください。その後、

県営印刷所の組織変更があったり、あるいは国
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庫補助事業などでの備品調達に対し、加算金を

上乗せしたりするのはいかがなものかといった

ことから制度の改正を重ね、平成１４年度には

加算金制度を廃止しました。この加算金制度を

廃止したことにより、特別会計を維持する必要

性が薄れてきており、平成１９年度の包括外部

監査でも、特別会計の廃止を含めて検討するよ

う指摘を受けていました。しかしながら、特別

会計を廃止する場合には、これを一般会計で扱

うことになるため、財務会計システムの改修が

必要となります。その改修に多大な費用を要す

ることで、現在に至っています。 

 （３）今後の対応、（４）廃止の時期（案）、

（５）廃止の理由を御覧ください。今般、新し

い財務総合システムを導入することにより、令

和６年度から一般会計の中で集中調達の会計処

理が可能となる見込みとなりました。したがっ

て、令和５年度をもって用品調達特別会計を廃

止する方向で諸準備を進めていることを報告し

ます。なお廃止条例の議会への提案は、次回２

月の第１回定例会を予定しています。 

小川委員長 ただいまの報告について、まず委

員の皆様から、質疑などはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長  別に質疑もないので、これで諸般

の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別にないので、これをもって会計

管理局、議会事務局関係の審査を終わります。

執行部の皆様は、お疲れ様でした。 

 この後協議を行うので、委員の皆様はこのま

まお待ちください。 

 

〔委員外議員、会計管理局、議会事務局退室〕 

 

小川委員長 それでは、協議事項に入ります。 

 まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。 

  お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中、継続調査を行いたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることとします。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川委員長 別にないので、これで本日の委員

会を終わります。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 


